
●令和４年度より学校徴収金を口座振替による集金へ変更します 

２０１９年文部科学省の「学校給食費等の徴収に関する公会計化等の推進について」で

は、学校給食費の公会計化が推進されています。内容には「学校給食費以外の教材費，修

学旅行費等の学校徴収金についても、未納者への督促等を含め，徴収・管理を地方公共団

体の業務とすることや学校を経由せずに保護者と業者等の間で支払いや徴収等を行う方法

など，学校の負担軽減を図る取組の推進について，引き続き適切な対応をお願いします。」

と記載されています。 

今回の口座振替の大きなメリットは、事務作業が簡略化できるという点が挙げられます。

今まで集金のたびに行っていた現金の集計や通帳への入金といった事務作業が不要になり

ます。また口座振替ではお金を直接学校に持ち込む必要がないため、紛失や盗難などのト

ラブルを回避出来るというのも大きなメリットです。 

令和４年度より本校では学校徴収金を口座振替による集金へ変更しますので、ご協力ど

うぞよろしくお願いします。 

 

★これからのスケジュール 

・令和４年４月に「口座振替月の学年別振替金額」を連絡します。 

・第１回目の振替は、５月１０日（火）の予定です。 

 

★引き落とし日等 

現在の予定は、５月からの毎月１０日（５、６、７、９、１０、１１、２、３月）。 

※１０日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。 

※振替できなかった場合、再振替日は２０日となります。 

※２回の振替により口座振替が不能な場合は、現金を直接学校に持参していただくこと  

になります。 

※口座振替の際の手数料は学校予算で支払います 

 

 

令和４年１月 

事務担当者発行  

いつもお世話になります！小野小学校で学校事務の仕事をしております。事務職員の立場 

から、学校の情報を発信させていただいています。どうぞよろしくお願いします。 

 



●コロナ対策について再確認してみませんか？ 

→「新しい生活様式」の実践例 

（１）一人ひとりの基本的感染対策 

●移動に関する感染対策 

□感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。 

□発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。接触確認アプリの活用も。 

□地域の感染状況に注意する。 

●感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い 

□人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。 

□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。  

□外出時や屋内でも会話をするとき、人との間隔が十分とれない場合は、症状がなく

てもマスクを 着用する。ただし、夏場は、熱中症に十分注意する。  

□家に帰ったらまず手や顔を洗う。人混みの多い場所に行った後は、できるだけすぐ

に着替える、シャワーを浴びる。  

□手洗いは 30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）。 

   

（２）日常生活を営む上での基本的生活様式 

□まめに手洗い・手指消毒 

□咳エチケットの徹底 

□こまめに換気（エアコン併用で室温を 28℃以下に）  

□身体的距離の確保  

□ 「３密」の回避（密集、密接、密閉） 

□一人ひとりの健康状態に応じた運動や食事、禁煙等、適切な生活習慣の理解・実行  

□毎朝の体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で

療養 

 

  

１．児童生徒及び同居する家族の健康管理について 

児童生徒は、毎日の検温と健康観察を行い、発熱等の風邪の症状がある場合には、自 

宅で休養するようお願いしておりますが、同居の家族の皆様においても検温や体調確認 

をしていただき、家族に風邪症状等がみられる場合も登校を控えていただくようお願い 

いたします。なお、この場合は、欠席にはなりません。 

 

２．ＰＣＲ検査等を受ける場合の対応について 

児童生徒や同居する家族の方がＰＣＲ検査等を受けることが決まりましたら、ただち 

に学校まで連絡をお願いいたします。 

 

３．学校関係で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の学校の対応について 

学校関係で新型コロナウイルス感染者が発生した場合、学校は保健所に報告し、保健 

所への濃厚接触者の確認や学校の対応について指導助言を受け、教育委員会と協議して 

学校の対応を決定します。 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。質問等は事務担当者までお願いします 

 


